
朝日町農業委員会議事録 
 

１ 開催日時   令和５年８月７日（月）午後４時００分～午後５時１２分 

 

２ 開催場所   朝日町役場 ４階 大ホール 

 

３ 本委員会に出席した委員（２４名） 

農業委員 推進委員 

１番 住吉 一久 

２番 山岡 知博 

３番 弓野 良子 

４番 青木 清美 

５番 水島 英樹 

６番 大濱 秀弥 

７番 折谷 秀幸 

８番 荒尾 和彦 

９番 髙嶋 香織 

10番 清水 智也 

11番 中野 義博 

12番 清水 正雄 

13番 大森 雅昭 

14番 石原 孝之 

１番 水島 忠彦 

２番 青嶋 直通  

３番 長井 浩信 

４番 中島 優一 

５番 寺崎 裕子 

６番 数家 善継 

７番 田中 耕一 

８番 坂藤 正敏 

９番 河端 浩明 

10番 坂口 洋紀 

               

４ 説明者   農業委員会  事務局長    竹谷 俊範 

事務局長代理  平坂 昌美 

事務局員    山﨑 康治 

 

５ 本委員会に付議された議案等の件名 

  （１）議案第１号  農地法第５条の規定による許可申請の件 

（２）議案第２号  農用地利用集積計画の決定の件 

（３）議案第３号  農用地利用配分計画の決定の件 

（４）議案第４号  農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域からの除外に関する件 

（５）富山県農業施策に関する政策提案について 

（６）農地パトロール（利用状況調査）について 

（７）その他 

 

６ 会議の内容 

 

事 務 局  本日は、お忙しい中ご出席を賜りありがとうございます。 

ただ今から、８月の農業委員会定例会を開会いたします。 

         それでは、はじめに、荒尾会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長  （あいさつ）       

 



会  長  それでは、これより、８月の農業委員会会議を開催いたします。 

はじめに、会議録署名委員の指名を行います。 

会議規則第１９条第２項の規定により１番 住吉 一久 委員、２番 山岡 知博 

委員を指名します。 

それでは、これより、議案に移ります。 

 

会  長  議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請の件」を上程いたします。 

      事務局より説明願います。 

 

事 務 局  皆様、お疲れ様です。 

         どうぞよろしくお願いいたします。 

         それでは、「農地法第５条の規定による許可申請の件」について、ご説明いたしま 

す。 

議案書は、１ページをご覧ください。 

議案第１号「農地法第５条の規定による許可申請の件」、次のとおり農地法第５条 

の規定による許可申請があったので、意見を求めます。 

 令和５年８月７日提出 朝日町農業委員会 会長 荒尾和彦 

 

議案１号１番、５条の案件です。 

 

（農地法第４条及び第５条の制度概要について説明） 

 

譲受人は、「朝日町道下○○○○番地○、○○○○○○○○○○○○○○」です。 

譲渡人は、「朝日町道下○○○番地、○○ ○○さん」です。 

         申請地は、朝日町平柳字角地○○○番○外２筆、地目は田、面積２，４０７㎡です。 

         転用目的は、土地区画整理事業用地です。  

荒尾委員より意見書を頂戴しております。 

          申請地につきましては、２ページ（左）をご覧ください。 

         泊駅南土地区画整理事業の場所は、朝日町役場から３００ｍの平柳地内にあり、国 

道８号とあいの風とやま鉄道の間で、いわゆる泊駅南の○○○○○○○○○という飲 

料水製造会社の工場に隣接しております。 

 耕作放棄地の解消や良好な居住環境づくりを行うために、地元地権者が中心となっ 

て平成３０年１月に「○○○○○○○○○○○○○○」を設立し、現在、鋭意、土地 

区画整理事業が進められております。 

組合の設立に先立ち、平成２９年１１月２１日に本農業会議にて事業計画及び排水 

計画の説明を行わせていただいており、異議なしの回答をいただいております。 

施工者は、○○○○○○○○○○○○○○、事業期間は平成２９年度から令和８年 

度までの１０年間で、施行面積は、農地や道路、宅地、公園等を含めて１０．７ｈａ 

       であります。 

そのうち農地は約７ｈａとなっております。 



         このたびの申請地は、赤く塗られている場所２箇所です。 

         譲渡人から譲受人である○○○○○○○○○○○○○○に対して寄付の要望があ 

り、譲受人として、土地区画整理事業用地の農地以外の用地として使用させていただ 

くことで、両者の想いが合致し、このたびの申請に至ったものであります。 

         申請面積は、３筆で面積２，４０７㎡（右上６２４㎡、１，７５８㎡、細い２５㎡） 

であります。 

         本案件は、用途区域内にある第３種農地であり、原則許可されるものと考えております。 

 

以上、第５条の規定による許可申請の件として、１件 田３筆 ２，４０７㎡とな 

ります。 

よろしくお願いいたします。 

 

会  長  ただ今、説明のありました議案第１号の１番の議案につきまして、審議したいと思 

います。 

 私から意見書を提出しておりますので、報告いたします。 

 

   会  長  本案件は、平成２９年より事業が推進されている朝日町泊駅南地区土地区画整理事 

業に付随する案件であり、現地確認を通じて、目的や計画実現性等に問題はないもの 

と考え、この申請案件については、問題ないものと判断しました。 

 

 会  長  議案第１号の１番の議案につきまして、皆様の方からご意見及びご異議はありませ 

んか？ 

 

   住吉委員  泊駅南土地区画整理事業に対して、全ての所有者が同意されているのか。 

 

   事 務 局  まだ何人か同意されておられない方もおられる。 

         事業の要件としては、全ての所有者から同意を得なくても、７割上の同意があれば、 

事業着手自体は問題ない。 

 当組合については、引き続き同意を得られるよう努力されておられます。 

          

   会  長  その他に、ご意見及びご異議はありませんか。   

 

      （全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、議案第１号の１番の議案につきまして、許可相当とし 

て、県へ進達いたします。 

 

会  長  次に、議案第２号「農用地利用集積計画の決定の件」と議案第３号「農用地利用配 

        分計画の決定の件」につきまして、関連がありますので、合わせて上程いたします。 

         事務局より説明願います。 

 

事 務 局  それでは、３ページをご覧ください。 



         議案第２号「農用地利用集積計画の決定の件」、次のとおり、旧農業経営基盤強化 

        促進法第１８条第１項の規定により、朝日町の定める農用地利用集積計画案の提出が 

ありましたので、その決定につき意見を求めます。   

         続いて、７ページをご覧ください。 

         議案第３号「農用地利用配分計画の決定の件」、次のとおり、農地中間管理事業の 

推進に関する法律第１９条第３項の規定により、朝日町の定める農用地利用配分計画 

案の提出がありましたので、その決定につき意見を求めます。 

 

（農用地利用集積計画及び農用地利用配分計画の制度概要について説明） 

          

今回の集積計画は、農地中間管理事業にかかるもののみの構成となっております。 

         それでは、議案の説明に移りたいと思います。 

         農地中間管理事業にかかる集積計画についてご説明いたします。 

５ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしましては、申請件数は１件となり、 

田：５筆：１０，８２４．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となります。 

         次に、６ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる利用権設定状況の内訳です。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、１件、１０，８２４．００㎡、新規設定となっ 

ております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

        借り手、貸し手 計各１件、１０，８２４．００㎡のうち、借り手は公社になってお 

ります。 

         町外の貸し手は、０件、０．００㎡、町内の方で、町内各地区分は、表のとおりと

なっております。  

         続けて配分計画についてですが、９ページをご覧ください。 

         今回の概要といたしまして、申請件数は１件となり、 

        田：５筆：１０，８２４．００㎡、畑：０筆：０．００㎡となっております。 

         次に、１０ページをご覧ください。 

こちらは、農地中間管理事業にかかる配分計画の利用権設定状況の内訳となります。 

         １０年以上の借り手及び貸し手が、１件、１０，８２４．００㎡、新規設定となっ 

ております。 

         続いて、ページ右手の地区別利用権設定状況をご覧ください。 

         借り手、貸し手 計 各１件、１０，８２４．００㎡のうち、貸し手は公社になっ 

ております。 

         町外の借り手は、０件、０．００㎡、町内の方で、町内各地区分は、表のとおりと 

なっております。 

 議案第２号及び第３号については、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。  

 

   会  長  ただ今、説明のありました議案第２号及び議案第３号の議案につきまして、審議し 

        たいと思います。 

         議案第３号において、当事者である青木清美委員がおられますので、案件を分けて 

審議を行います。 



         まずは、議案第２号について、審議をしたいと思います。 

         ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

 

   会  長  次に、議案第３号について、審議したいと思います。 

         当事者である○○○○委員は、しばらく退室となります。 

          

         （○○委員 退席） 

 

   会  長  それでは、議事を進めさせていただきます。 

         議案第３号について、ご意見及びご異議はありませんか。 

 

（全員「異議なし」の発言有り） 

 

   会  長  異議なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、申請どおり決定いたし 

        ます。 

         それでは、○○委員の退室を解きます。 

 

         （○○委員 着席） 

   

   会  長  議案第４号「農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域からの除外に関 

する件」を上程いたします。 

 事務局から説明願います。 

 

   事 務 局  １１ぺージをご覧ください。 

 除外１件です。 

 

         （農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域からの除外の制度概要につ 

いて説明） 

          

１番 願出者は、朝日町横水○○番地○、○○ ○○さんです。 

申請地は、朝日町横水○○番○、地目は田 ２２㎡です。 

現況は、農地の畦部分であります。 

農地区分は１０ｈａ以上の広がりをみせる第１種農地、除外後の用途は、植彩剪定 

作業用の通行用地です。 

         申請地につきまして、１２ページをご覧ください。 

 



         大家庄地区横水地内で、県道朝日・宇奈月線沿いにあります。 

         譲受人の住所地は黒部市ですが、日常生活は、朝日町横水であります。 

        譲受人は平成２０年２月に新築され１５年になります。 

新築当時は想定もしていなかった植栽が隣地境界線上に建てたフェンスの高さを 

超えて伸び、造園業者が作業しづらくなりました。 

このため、隣接地に５年前に自宅を新築した譲渡人に造園業者が植栽を選定する軽 

トラック１台の幅を賃貸させてほしい旨の交渉をしたところ快諾を得たので、防草シ 

ートを敷いて利用しています。 

譲受人も高齢になり土地関係を整理しておきたいと考え申請にいたったものです。 

既に違反転用の状態であり、始末書の提出を受けています。 

        除外申請面積２２㎡の土地利用につきましては、軽四トラック１台分の幅２メート 

ル、道路までの残りの面積１１ｍであり、妥当な面積であると考えます。 

        なお、申請地一帯は、１０ｈａ以上の農地が広がる第１種農地であり、昭和４７年 

から昭和５９年まで県営ほ場整備事業（大家庄）ならびに、平成１９年度から平成 

２４年まで県営土地改良総合整備事業（大家庄東部）の土地改良事業が実施された地 

域でありますが、事業完了から新しいものでも１０年を経過しており、８年要件をク 

リアしており、朝日町土地改良区、横水町内会長からも同意を得ております。 

今後、除外が認められた場合には、５条の転用許可申請が提出されることになりま 

す。 

申請地は、１０ｈａ以上の一団の農地が広がる第１種農地でありますが、申請地以 

外の土地とすることが必要かつ適当で、その土地以外に代替すべき土地がないこと、 

農業上の効率かつ総合的な理由に支障を及ぼすおそれがないことなどから、やむを得 

ず許可は可能と判断されるものと認識しております。 

 

   会  長  ただ今、説明ありました議案第４号の議案につきまして、審議したいと思います。 

         ご意見はありませんか。 

 

         （全員「意見なし」の発言有り） 

 

   会  長  意見なしとのことですので、ただ今の案件につきましては、当委員会からの意見は 

ないものといたします。 

 

会  長  次に、３ 富山県農業施策に関する政策提案についてであります。 

事務局より説明願います。 

 

事 務 局  ３ 富山県農業施策に関する政策提案について、資料に基づき説明 

      日頃、各農業者から要望等を伺っておられることなどで、各委員より、ご提案があ

りましたら、ご意見いただきますようお願いいたします。 

      なお、特段ご提案がない場合は、引き続き、昨年度の内容を令和５年度についても

提案していただくよう、県農業会議に報告させていただきたいと考えております。 

 

会  長  それでは、３ 富山県農業施策に関する政策提案について、皆様の方からご意見は



ございませんか。 

 

      （特段提案なし） 

 

会  長  特段ご提案はないようなので、事務局から説明があったとおり、引き続き、昨年度

の内容を令和５年度についても提案していただくよう、県農業会議に報告させていた

だきます。 

 

会  長  続いて、４ 農地パトロールについて、事務局から説明願います。 

 

事 務 局  ４ 農地パトロールについて、資料に基づき説明 

 

会  長  ただ今、事務局から説明があった項目のうち、令和５年度朝日町農地パトロール（利

用状況調査）実施要領について、皆様の方からご意見及び異議はありませんか？ 

 

      （特段質問なし） 

 

会  長  特段ご質問がないようなので、令和５年度朝日町農地パトロール（利用状況調査）

実施要領について、原案どおり承認いたします。 

 

   会  長  予定しました議案等につきましては、以上で終了いたしました。 

         続いて、その他に移ります。 

         事務局から何かありませんか。 

    

   事 務 局  次回開催日について…９月６日（水）１６：００～ 

 

   会  長  そのほかに意見はありますか。 

 

         （意見なし） 

 

  会  長  それでは、特に意見もないようですので、以上を持ちまして８月の農業委員会定 

例会を閉会いたします。 

         みなさま、お疲れ様でした。 

 

・午後５時１２分に閉会する。 

 

 

 

 

 

 



この会議録は、内容が正確であることを証明するため、ここに署名する。 

 

 

 令和５年  月  日 

 

      朝日町農業委員会議長   荒尾 和彦 

 

 

         会議録署名委員   

 

 

         会議録署名委員   


